
ぎ■■'

i ∴ ‥
･､･ く ′ ､-

勺■i
､､ て ･ 一･

＼

7 7
,‾-

.1 石

一司 ト

.,
ヂ′

･
盲ヰ

.
､ ゝ

･ノー
～ ∴

ル

,
一 1

こ･■ノ

六 ′i

･ ∴チご毒

一 橋論叢 第四 十三 魯 弟 一 戟 ( 2 8
.･)

"

預
〔

淵

､

.イ
h

甘
｢

､

1

イ
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｢

二
一

俵
要
求
+

と
ア

メ

リ

カ

の

封
應

】

本

稿
は

､

一

九
一

五

年
の

日

本
の

い

わ

ゆ

る

封
華
｢

二
一

俵
要

求
+

に

封
應
し

て

と

ら

れ

た
､

ア

メ

リ

カ

政

府
の

政

策
に

つ

い

て

(

l
)

の

研
究
で

あ

る
｡

｢

二
一

俵
要
求
+

が
､

戦
前
の

中

国
に

封
す
る

日

本
の

帝
国
主

義
的
侵
略
政

策
の

露
骨
な

表
現
で

あ
り

､

中
国
民

族

の

日

本

帝
国
主

義
へ

の

抵
抗
を

解
覆

す
る

上

に

決
定

的
な

意

義
を

に

な
っ

た

こ

と

は
､

こ

こ

に

あ

ら

た

め
て

説
く
ま

で

も

な
い

｡

こ

れ

ま
で

｢

二
一

俵
要
求
+

の

内

容
､

交
渉
の

経
緯

､

あ

る

い

は
こ

れ

を

め

ぐ
る

日

本
の

イ

ン

ナ

ー
･

ポ

リ

テ

イ

ク

ズ

な
ど

に

つ

い

て

(

2
)

は
､

い

く
つ

か

の

研
究
が

な

さ

れ

て

お

り
､

こ

こ

で

は

も
っ

ば

ら

(

3
)

ア

メ

リ

カ

の

政

策
が

主

要
な

関
心
の

封
象
と

な
る

｡

昔
時

､

中
歯

に

重

大

な

利
害
関
係
を

も
つ

列

強
の

う

ち

ア

メ

リ

カ
一

国
の

み

が
､

ヨ

一

口

ァ

パ

大
戦
の

戦
火
の

渦
中
の

外
に

と
ど

ま
っ

て
､

日

細

谷

千

博

華
交
渉
に

介
入

し

う
る

立

場
に

あ

り
､

そ

れ

ゆ

え
､

日

本
の

帝
国

主
義
的

要
求
に

抵
抗
す
る

中

国
政

府
の

ス

ト

ラ

テ

ジ

ー

は
､

ア

メ

リ

カ

の

交
渉
へ

の

干
輿
を

導
き

出
す
こ

と
に

び

と
つ

の

重

鮎
が

お

か

れ

て

い

た
｡

こ

の

よ

う
に

､

中
国
政

府
か

ら

支
援
へ

の

多
大
の

期
待
を

寄
せ

ら

れ

た

ア

メ

リ

カ

政

府
が

｢

二
一

保
要
求
+

を

め

ぐ

る

日

華
交
渉
に

ど
の

よ

う

な

封
應
を

示

す
か

､

こ

の

鮎
を
以

下

論

ず
る

わ

け

で

あ

る

が
､

こ

の

よ

う
な

分
析
は

ま

た
一

般
に

戦
前
の

ア

メ

リ

カ

の

極

東
政

策
の

特
質
の

理

解
に

ひ

と
つ

の

照
明
を

あ

た

え

る

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

従
来

､

. ｢

二
一

條
要
求
+

に

封
し
て

､

ア

メ

リ

カ

政

府
は

､

一

貫

し
て

同
一

の

基

本
的
立

場
を

と
っ

た

と

す
る

理

解
が

多
数
.
で

あ
っ

(

4
)

た
｡

そ

し

て

ア

メ

リ

カ

政

府
の

基
本
的
立

場
を

表
現

し

た
､

有
名

な
､

二

つ

の

重

要
文

書

-
一

九
一

五

年
三

月
一

三

日

付
の

封
日

ノ

ー

ト

と

五

月
一

一

日

付
の

封
日

ノ

ー

ト

ー
は

､

い

ず
れ

も

同

ノ

+

¥
′
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性
格
を

も
つ

も
の

と

し
て

把

握
さ

れ
､

そ

の

差
異
に

深

く

注

意

(

5
)

が

排
わ

れ

な
か
っ

た
｡

本
稿
は

､

こ

の

鮎
に

疑
問
を

も

ち
､

二

つ

の

文

書
を

異
っ

た

意

義
で

解
繹

す
る

と

と
も

に
､

｢

二
一

候
要
求
+

に

封
す
る

一ア

メ

リ

カ

の

政

策
が

中

途
で

樽
換
し
た

も
の

と

し
て

そ

(

6
)

の

縛
換
の

過

程
と

背
景
を

解

明

し

よ

う
と

す
る

も

の

で

あ

る
｡

同

時
に

､

本

稿
は

､

ア

メ

リ

カ

政

府
の

態
度
が

､

日

華
南

国
の

政

策
決

定
過
程
に

及
ぼ

し

た

作
用

､

さ

ら
に

こ

の

作
用
に

影
響
さ

れ

た

南

国
政

府
の

態
度
が

逆
に

ア

メ

リ

カ

の

政

策
決
定

過

程
に

反

作
用
し
て

ゆ

く
､

い

わ

ば

交
互

作
用
の

構
造
を

､

で

き
る

だ

け

解

明

す
る

こ

と

を
ひ

と
つ

の

目

的
と

し

た
｡

も

と
よ

り
､

こ

の

よ

う

な

交
互

作
用
の

構
造
は

複
雑
で

あ

り
､

た

と

え

ば
､

三

園
の

イ

ン

ナ

ー

･

ポ

リ

テ

ィ

ク

ス

に

つ

い

て

の

理

解
､

あ

る

い

は

他
の

列
強

､

と

く
に

イ

ギ

リ

ス

政

府
の

影
響
の

検
討
な

く

し
て

は
､

多
分
に

そ

の

把
握

は
一

面

的
に

な

ら
ざ

る

を

え

な
い

が
､

こ

こ

で

は

と

も

角

も
､

日

本
の

外

交
文

書
と
ア

メ

リ

カ

の

外
交
文
書
を

主

要
な

根
本

資
料
と

し
つ

つ
､

可

能
な
か

ぎ

り
､

交
互

作
用
の

確
定
を

試
み

ょ

う
と

す
る

｡

(

1
)

｢

二
一

條
要
求
+

は
､

次
の

ご

と
き

内

容
を

も
つ

｡

第
一

兢
第

一

支

部
一

国
政

府
･

ハ

仙

洞

邁

カ

山
東
省
■エ

噺
シ

條
駒
其
他

-

r

依
り

支

那

国
二

封
シ

テ

有
ス

ル

一

切
ノ

権

利

利

益

讃
輿

等

ノ

虞

分
二

付
目

本

国

政

府
力

濁

逸

国
政

府

卜

協

定
ス

ヘ

キ

一

切
ノ

事

項
ヲ

承

認
ス

ヘ

キ

コ

ト

ヲ

約
ス

第
二

保

安

部

国

政

府
ハ

山

東
省
宕
ク

ハ

其
沿

海
一

帯
ノ

地

又
ハ

島
峡
ヲ

何

等
ノ

名

義
ヲ

以

テ

ス

ル

ニ

拘
ハ

ラ

ス

他

国
二

講

輿
シ

又
ハ

貸
輿
セ

サ

ル

ヘ

キ

コ

ト

ヲ

約
ス

第

三

保

安

部

国

政

府
ハ

芝

宋
又

ハ

寵
ロ

ト

膠

洲

湾
ヨ

リ

済
南
二

至
ル

韓
道
ト

ヲ

聯
絡
ス

ヘ

キ

銭

道
ノ

敷
設
ヲ

日

本

国
二

允

許
ス

第
四

候

文

邪

国

政

府
ハ

成
へ

ク

速
カ

ニ

外

国
人

ノ

居

住
及
貿
易

ノ

急
白

ラ

進
ン

テ

山

東
省
二

於
ケ

ル

主

要
都
市

ヲ

開

ク

ヘ

キ
コ

ト

ヲ

約
ス

其

他
ノ

鮎
ハ

別
二

協

定
ス

ヘ

シ

第
二

親
第

一

條

南

緯
約

園
ハ

旗

順
大

連

租

借

期
限

放

商

満

洲

及

安
春

雨

戟
道

各

期

限

ヲ

何
レ

モ

更
二

九

十

九

箇

年
ツ

ツ

延

長
ス

ヘ

キ

コ

ト

ヲ

約
ス

第
二

條

日

本

国
臣

民
ハ

南

清
洲

及

東

部
内

蒙
古
二

於
テ

各

種
商

工

業
上

ノ

建

物

ノ

建

設

又
ハ

耕
作
ノ

為
必

要
ナ

ル

土

地

ノ

貸
借

権
又

ハ

其

所

有
権
ヲ

取

得
ス

ル

コ

ト

ヲ

得

第
三

條

日

本

国
臣
民

ハ

南

端
洲

及

東

部
内

蒙

古
二

於
テ

自

由
二

居

住

往

来
シ

各

種
ノ

商
工

業
及

其
他
ノ

業

務
二

従

事
ス

ル

コ

.
ト

ヲ

待

第
四

條

支

部

国

政

府
ハ

南

港
洲

及

東
部
内

蒙
古
二

於
ケ

ル

銀
山

ノ

採
掘

権
ヲ

日

本
国

臣

民
三

許

輿
ス

其

採

掘
ス

ヘ

キ

銀
山

■ハ

別
三

協
定
ス

人

･
シ

ー

β9

賢
㌢

一汗

㍑

F
し
=

∵

転

･f

.ヽ
-

ゞ

一1
㍉

･+.ト
J

=
､
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㌧
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乙
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転
r
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巨
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ハ
i

ニ ヽ
!

.∫

ノ奔
走

條
.
支
部

酵
改
肝
入

定

ノ

事

予

膵
シ

ナ
.

ハ

驚
メ

臥

本

隊
改

こ

r■姦

府
ノ

同

意
ヲ

経
ヘ

キ
ヨ

†

ヲ

承

諾
ス

･

H

南

清

洲

及
東
部

内

蒙
古
二

於
テ

他
.国
人
二

銭

道

敷
設

櫓
ヲ

輿
へ

又
ハ

鉄
道

敷
設
ノ

鳥
二

他

国

人
ヨ

リ

資
金
ノ

供

給
ヲ

仰

ク

コ

ト

日

南
浦

洲

及

東
部

内

蒙
古
二

於
ケ
ル

諸
税
ヲ

揖
保
ト

シ

テ

借

款
ヲ

起
ス

コ

ト

第
六

保

安

部

国

政

府
ハ

甫

浦
洲

及

東
部

内
蒙

古
二

於
ケ

ル

政

治

財
政

軍

事
二

闇
シ

顧
問
教
官
ヲ

要
ス

ル

象
合
ニ

ハ

必
ス

先

ッ

日

本

国
三

協
議
ス

ヘ

キ

コ

ト

ヲ

約
ス

第
七

保

安

部

国
政

府
ハ

本

條
約
締

結
ノ

日
ヨ

リ

九

十

九

箇
年
間

日

本

国
二

言

長

餓

道
ノ

管

理
経
営
ヲ

委
任
ス

第
三

兢
第

一

保

雨

締

約

国
ハ

清

爽

通

常
ノ

時
機
二

於
テ

漠

冶

再
公

司

ヲ

南

国
ノ

合

非
ト

ナ

ス

コ

ト

地

文

邪

国

政

府
ハ

日

本

国

政
府

ノ

同

意
ナ

ク

シ

テ

同

公

司
二

屠
ス

ル

一

切

ノ

権
利

財
産
ヲ

自

ヲ

虞

分
シ

又
ハ

同

公

司
ヲ

シ

テ

虞

分
セ

シ

メ

サ

ル

ヘ

キ

コ

ト

ヲ

約
ス

第
二

保

安

部

国

政

府
ハ

漢

冶

再
会

司
二

屠
ス

ル

諸

錬
山

附

近
二

於
ケ

ル

銀
山
二

付
テ

ハ

同
公

司
ノ

承

諾
ナ

ク

シ

テ

之
力

採

据
ヲ

同

公

司
以

外
ノ

モ

ノ

ニ

許
可
セ

サ

ル

ヘ

キ

コ

ト

故

共

他

直

接

間

接

同

公

司
二

影

響

ヲ

及
ホ

ス

ヘ

キ

虞
ア

ル

措

置

ヲ

執
ラ

ン

ト

ス

ル

場
合
ニ

ハ

先
ツ

同

公

司
ノ

同

意
ヲ

経
へ

キ

コ

ト

ヲ

約
ス

第
四

競

安
部

匪
改

称
ハ

芽

難

囲
沿
岸
ノ

藤
津
及

島
喚
ヲ

些
甲
二

辞

典
シ

若
ク
ハ

貸
輿
セ

サ

ル

ヘ

キ

コ

ト

ヲ

約
ス

第
五

競

一

､

中
央
政

府
二

政

治

財
政

及

軍

事
顧

問
ト

シ

テ

有
力
ナ

ル

日

本

人
ヲ

傭
聯
セ

シ

ム

ル

コ

ト

二
､

支

部

内

地
二

於
ケ

ル

日

本
ノ

病

院
寺
院
及

畢

校
二

封
シ

テ
ハ

其

土

地

所

有
樺
ヲ

認
ム

ル

コ

ト

三
､

裾
来

日

支

間
二

警
察
事
故
ノ

優
生

ヲ

見
ル

コ

ト

多
ク

不

快
ナ

ル

論
争
ヲ

醸
シ

タ

ル

コ

ト

モ

砂
カ

ラ

サ

ル

ニ

付

此

際

必

要
ノ

地

方
二

於
ケ

ル

警
察
ヲ

目

安

合

同
ト

シ

又
ハ

此

等
地

方
二

於
ケ
ル

支

部

警
察

官

廉
二

多
数
ノ

日

本

人
ヲ

謄
碑
セ

シ

メ

以
テ

一

面

支

部

警

察

機
関
ノ

刷

新

確
立

ヲ

圃
ル

ニ

資
ス

ル

コ

ト

四
､

日

本
ヨ

リ
一

定
ノ

数
量
(

例
へ

ハ

支

那

政

府

所

要
兵

器
ノ

年

数
)

以

上

ノ

兵

器
ヲ

仰
キ

又
ハ

支

部
二

日

支

合

葬
ノ

兵

器

廠
ヲ

設
立
シ

日

本
ヨ

リ

技
師

及

材

料
ノ

供

給
ヲ

仰
ク

コ

ト

■
五

､

武

昌

卜

九

江

南

昌

線
ト

ヲ

聯

絡
ス

ル

銭
追

及

南
昌

杭
州

問
､

甫

昌

潮
州

問

餓

道

敷
設

樟
ヲ

日

本
二

許

輿
ス

ル

コ

ト

六
､

宿

建

省
三

於
ケ

ル

桟
道

､

銀
山

､

港

湾
ノ

設

備

(

造

船

所
ヲ

含
ム

)

ニ

闘
シ

外

国

資
本
ヲ

要
ス

ル

場

合
ニ

ハ

先

ツ

日

本
三

協

議
ス

ヘ

キ

コ

ト

七
､

支

部
二

於
ケ

ル

本

邦
人

ノ

布

教
樺
ヲ

認
ム

ル

コ

ト

(

2
)

わ

が

国
で

の

最
近
の

研
究

と

ん

て
､

た

と

え
ば

堀

川

武

夫

｢

極

東

国

際

政

治

史

序

説

-
二

十
一

箇

候

要

求

の

研

究

-
+

､

昭
･

.
三

三
｡

(

3
)

こ

の

よ

う

な

関
心

を

示

す
も
の

に

石

田

教
授
の

最

近
の

論
文
が

環

右

J
､

醸



野
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′L
書

J
.

ナ
シ

あ

る
｡

石
田

発
煙
｢

封
華
二

十
一

箇
保
問
題
と

列

国
の

態

度
+

､

国

際

法
外

交
雑
誌

､

第
五

八

巻
(

昭

二
二

四
)

､

第
四

境
｡

及
び

｢

二
一

箇

僕
問
題
と

列

国
の

抵
抗

-
米
国

と

の

関

係
卜
-
-
+

季

刊

国

際

政

治
､

日

本

外

交
史

研

究
､

大

正

時

代
､

昭
･

三
三

｡

(

4
)

こ

の

よ

う
な

立

場

を

と
る

学

者
の

中
に

､

ア

メ

リ

カ

の

政

策
は

ヽ

ヽ

一

貫
し

て

｢

二
一

條
要
求
+

に

反

封
で

あ
る

と

す
る

理

解
を

示

す
も

の

(

堀
川

､

前
韻
書

｡

石

田
､

前

掲
論
文

｡

信
天

晴
三

郎
｢

近
代
日

本
外

交
史

､

昭
･

一

七
､

二

二

二

-
二

二

四

頁
｡

P
P

句
P

コ
叫

仁
の

､

→
.

甲
-

C

E
ロ

p

p

ロ
d

叶

F
e

W
O

ユ
中

表
1

賀
-

-

¢

い

♪

C
F
P

p

訂
1

H
H

H

な

ヽ

ヽ

ど
)

と
､

一

貫
し

て

容

認
で

あ
る

と
の

見
解
を

示

す
も

の

(

C
】

‥

盲
①

-

吋
.

H
.

､

H

ロ
t

e

→

ロ

已
訂
口

已

声

才
巴
ユ
e
∽

ぎ

呂
巴
岩
F
仁

ユ
P

-

-

宗
¢

1

-

¢

N

N
-

-

¢

N

00
ー

C
F
p

官
e
→

対
Ⅰ

.

ク

ラ

イ

ド

は

ト

リ

ー

ト

の

見
解

を

踏

襲
し

た

も

の

で

あ

る
｡

→

記

阜

勺
.

-
.

､

｡

○
喜

.

A
乱

臣
-

O

Z
e

†

的

F

ぎ
ぷ

､

､

+

弓

監
E
臼

g
t

O
n

H
訂
t

O

ユ
○

巴

の
仁
a

ユ
e

ユ
¥

く
○
-

.

如
く
l
I

}

2
0
t

N
､

A
勺
ユ
ー

ー

ー

¢

N

か

-
C
-

)

己
e

-

O

p
.

C

F
､

p

p
.

N

怠
-

N

旨
.

に

引

用

-
)

が

あ

る
｡

(

5
)

こ

の

場
合

､

二

つ

の

ノ

ー

ト

を
い

ず
れ

も

｢

抗
議
+

と

し

て

の

意

義
で

把

握

す
る

主

張

(

た

と

え

ば
､

石

田

氏
)

と
､

い

ず
れ

か
一

方
の

存
在

を

強
調

し

て
､

他

を

無
税
す
る

見

方

と
が

あ

る

(

た

と

え

ば

ク

ラ

イ

ド
)

｡

(

6
)

こ

の

よ

う
な

見

方

は

す
で

に

稔
本

忠

雄

｢

近

世
日

本

外

交

史

研

究
+

､

昭
･

一

七
､

第

三

章
､

あ

る

い

は

G
ユ
ロ

司
○
-

d
-

A
.

W
.

､

→

ど

句

巴
+

E
p

賢
e

l
ロ

勺
○
-

ど
叫

O
f

t

F
e

q

2 .

t

e

P

S
t

巴
か

払
､

-

巴
∞

-

廿

p
.

-

加

u

-
-

笥
.

に

と

ら

れ

て

い

る
｡

た

だ

し
ア

メ

リ

カ

の

政

策
の

痔
換

の

過
程
と

管
長
に

つ

い

て

は

充

分
の

説
明

が

な

さ

れ
て

な
い

｡

た

と

え

ば
､

也
本

氏
は

､

｢

米

国
政

府
の

態
度
が

豹
愛
し
た
+

こ

と

を
い

う

が
､

そ

の

原

因
に

つ

い

て

は
､

｢

そ
の

背
後
の

闘

係

者
が

何
で

あ

る

か
｡

飼

其

間
に

支

那

政

府

側
の

策
動
が

あ
っ

た
か

ど

う
か

は
､

之
を

知
る

に

足
る

ぺ

き

資

料
が

無
い

+

と

し

て
､

そ
の

探
究
を

放
棄
し

て

い

る

(

稔

本
､

前

掲
香

､

二

三

七

頁
)

｡

こ

日

本
の

要
求
が

過
大
で

も
､

中
国
の

譲
歩
が

過
小

で

も
､

友
交
精
神
は

生

れ

え

な
い

｡

ブ
ー

フ

ィ

ァ

ン

第
一

次
大

戦
の

愚
生

を

好
機
に

､

中
国
大

陸
へ

の

帝
国
主

義
政

策
の

強
化

･

境
大
を

企

固

し

た

大
隈
(

重

信
)

内
閣
は

､

一

九
-

五

年
一

月
一

八

日
､

｢

二
一

俵
要
求
+

を

日

置
(

益
)

駄
華

公

使
を

し
て

､

衰
世

凱
中
国
大

観
統
に

提
出
せ

し

め

た
｡

中

国
政

府
は

､

日

本
の

要
求
が

濠
恕
を
こ

え

て

虞

汎
か

つ

苛
酷
の

内
容
で

あ

り
､

利
権
の

扶
大
の

み

な

ら

ず
勢
力

範
囲
の

設
定
の

承
認

､

さ

ら

に

内

政
へ

の

干
渉
を

意
味
す
る

も
の

で

あ
る

と

と

を

知
っ

た

と

き
､

嘗

然
あ

ち

ゅ
る

手

段
に

訴
え
て

抵

抗
を

決
意

す
る

｡

と

く
に

効
果
的

な
ス

ト

ラ

テ

ジ

ー

と

し

て

重

税
し

た

の

は

中
国
に

利
害

関
係
を

か

つ

列
強
と

く
に

ア

メ

リ

カ

の

干

渉
を

誘
致

し
て

､

そ

の

力
を

か

り

て

日

本

政

府
の

意
圃
を

挫

折
せ

し

め

ん

と

す
る

も
の

で

あ
っ

た
｡

† . βJ



幣亨
軍学宅を攣皇軍≠≡軍学-L

･賢哲 畷ノ:
こ一郡舞 郡 を

阜･
･

･ 野
二

十ミ 弼 て浩三ミ…琴賢
二平ぐノ･苛葺冒野

野手≡二軍
■
軍常軍≡警

､

一
斗'
繁 閑

′1

/
､

･
l ' ヽ

･
-■ 1 ■モ

､･
･‾･ ∴

∫

小
く 七
≡

茨

;＼
㌧ 一

-･ ペ ニ
r

ぎ
_ 痛論叢 第四十 三 寄 集 一

統 ( 3 2 ) /三重萎
■

ご■二′､語
■

し

た

紛

っ

て
､

交
渉
厳
秘
に

つ

い

て

の

日

置
公

使
の

厳
重

な

申
入

れ

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

す
で

に
一

月
二

二

日
､

中
国
政
府
は

､

び

.

そ

か

に
一

高
官
を

通
じ
て

､

北

東

駐
在
の

ラ

イ

ン

シ

ュ

勺
P

已

S
.

声
e
i

n
s

O

ビ

ア

メ

リ

カ

公
使
に

｢

二
一

條
要
求
+

に

つ

い

て

の

情
報

(

l
)

を

洩
ら

し
､

そ

れ

は

た

だ

ち
に

ワ

シ

ン

ト

ン

の

国
務
省
に

博
達
さ

(

2
)

れ

た

の

で

あ

る
｡

こ

れ

以

後
､

ラ

イ
ン

シ

ュ

と

中

国
政
府
と

の

コ

､

､

､

ニ
ー

ケ

イ

シ

ョ

ン

は

緊
密
で

あ

り
､

ラ

イ
ン

シ

ュ

が

抵
抗
の

ス

(

3
)

ト

ラ

テ

ジ

ー

に

つ

い

て

献
策
す
る

一

方
､

交
渉
の

経
過
に

つ

い

て

は
､

中
国
政

府
は

､

し
ば

し
ば

自
国
に

有
利
な

潤
色
を

ほ

ど
こ

し

た

詳
細
な

情
報
を

ラ

イ

ン

シ

ュ

に

備
え

た

の

で

あ
る

｡

そ

こ

で
､

ラ

イ

ン

シ

ュ

は
､

国
務
省
宛
の

電
報
の

中
で

､

｢

中
国

の

濁
立

と

西
欧
諸

国
の

横
合
均
等
が

危
殆
に

頻
し

て

い

る
+

鮎
を

(

4
)

繰
返
し

強
調
し

て
､

政

府
の

適
切

な

封
策
を
も

と

め

る
｡

し

か

し

な
が

ら
､

ラ

イ

ン

シ

ュ

の

電
報
は

､

ア

メ

リ

カ

の

政

策
決
定
者
に

期
待
し
た

反
應
を

喚
起
し

な

か
っ

た
｡

そ

れ

は
､

彼
ら
に

と
っ

て

日

葦
交
渉
を

め

ぐ
る

情
勢
は

ラ

イ

ン

シ

ュ

の

ご

と

く
一

義
的
に

と

ら

え

ら

れ

ず
､

■
と

く
に

｢

第
五

競
+

要
求
の

存
在

､

内
容
に

つ

い

て

の

情
報
の

矛
盾
か

ら
､

未
だ

明

確
な

態

度
を

決
定
す
べ

き

時
期

に

あ

ら

ず
と

さ

れ

た
か

ら
で

あ

る
｡

日

本
政

府
は

､

最
初
こ

の

間
題
に

つ

い

て

沈
獣
を

守
る

が
､

二

月
八

日

初
め
て

､

ア

メ

リ

カ

政

府
に

珍
田

(

捨
巳
)

駐
米
大
使
を

詔

通
じ
て

､

日

章
交
渉
に

つ

い

て

の

公

式

通
告
を

行
っ

た
｡

し
か

し

こ

の

場
合
手

交
し

た

覚
書
中
か

ら
･
｢

第
五

競
+

の

記
載
を

省
き

､

(

5
)

一

一

ケ

條
の

要
求
内

容
の

み

を

し
る

し
た

｡

こ

れ

に

封
し

､

北

京

か

ら
の

報
道
は

､

日

本
の

要
求
が

一

層
廣
汎
で

､

中
国
の

主

権
を

(

6
)

侵
害
す
る

も
の

で

あ

る

こ

と

を

備
え

､

こ

と
に

ラ

イ

ン

シ

ュ

は
､

二

月
一

五

日
､

日

本
政
府
の

覚
書
に

コ

メ

ン

ト

を

加
え

､

｢

そ

れ

ほ

要
求
の

ご

く
一

部
を

し

る

し

た

に

す
ぎ

ず
‥

=

‥

他
に

危
険
な

､

排

(

7
)

他

的
な

僕
項
+

が

存
在
す
る

鮎
､

国
務
省
の

注

意

を

促
し

た
｡

こ

の

事
態

に
､

中
国
政

府
も

､

日

本

政

府
に

よ

る

｢

第
五

競
+

秘
匿

の

事
貴
を
.

暴
露
す
る

目

的
を

も
っ

て
､

二

月
一

八

日
､

巌
米
公

使

を

し

て

国
務
省
に

､

｢

ニ
ー

條
要
求
+

の

全

文
を

正

式
に

通
告
せ

し

(

8
)

め
た

の

で

あ

る
｡

こ

れ

ら
の

情
報
は

､

官
然

､

｢

第
五

兢
+

の

存
香
に

つ

い

て

ア

メ

リ

カ

の

政

策
決
定

者
の

判
断
を

困

難
に

し
た

｡

と
こ

ろ
で

こ

の

場

合
､

ブ

ラ

イ

ア

ン

弓
≡
㌻
2

1
一

官
等
P

国
務
長
官
は

､

こ

れ

ら

矛

盾
し

た

情
報
を

検
討
す
る

に

あ

た

り
､

北

京
か

ら
の

情
報
を

精
密
度
の

低
い

も
の

と

し
て

､

珍
田

大

使
の

言
明
に

よ

り

高
い

信

頼
を

見
せ

る

が
､

彼
の

こ

の

態
度
は

荘

月
に

催
す
る

｡

す
な

わ

ち
､

ブ

ラ

イ

ア

ン

ほ
､

二

月
一

六

日
､

珍
田

大

使
と

倉
見
し
て

｢

第
五

∴

■V
. ノ

ノ

ノ
鴫

旬

､

J

嘘
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人
叩
)

二

月
/

一

九

日
.､

プ

ラ
■
イ

ア

ン

費
ご
ア

ホ
シ
㌧

シ

ナ

宛
電
報

｡

I

b

打
r
㌧

甲

¢

小
.

(

1 1
)

河
e

F
芳
才

○

や
○

芦
､

ワ

ー

い

ひ

(

12
)

二

月
二

一

日
､

ガ

ス

リ

ー

大

使
畿

､

ブ

ラ

イ

ア

ン

宛
電

報
｡

H

訂
d
.

〉

勺
.

芦

な
お

､

加
藤

外

相
は

､

日

置
公

使
宛
訓

令
で

､

《

要

求
》

は
､

｢

有
ラ

ユ

ル

手

段
ヲ

壷
シ

テ

是
非
共

之

力

貫
徹

ヲ

陶

ル

ヘ

キ

極
メ

テ

茸

固
ナ

ル

決

心
+

を

も

つ

も

の

､

一

方
､

《

要
望
》

は
､

｢

其

貴
行

ヲ

勧
告
+

し
､

｢

成
ヘ

ク

我
方

希
望
ヲ

賓
現
+

せ

ん

上

す
る

も
の

と
､

雨

着

を

区

別

し

た

(

外

務

省

編
､

日

本

外

交

年
表
並

主

要

文

書
､

上
､

昭

二
ニ

○
､

三

八
二

頁
)

｡

ま

た
､

加
藤

外

相

は
､

三

月

二

〇

日
､

ガ

ス

リ

ー

大

使
に

､

雨

着
の

画
別

を

説

明

し

て
､

《

要
望
》

は
､

｢

日

本

が

そ

の

昔
現

を

欲

す
る

も
の

で

あ

る

が
､

カ
に

よ
っ

て

そ

の

受
諾
を

強

要
し

ょ

う

と

は

思
っ

て

い

な
い

+

も
の

で

あ

る

と
､

の

ぺ

て

い

る

(

亡
･

∽
.

-

ヮ
U

諾
-

g

n

声
e
-

a
t
-

○

ロ
∽

-

-

望
u

､

等
t

-

-

u

)

｡

｢

第
五

坂
+

を

《

要
望
》

と

し
て

中
国
政

府
に

提
出
し

た
こ

と

を

確
認
す
る

日

本

政

府
の

公

式
の

言

明
が

ワ

シ

ン

ト

ン

に

侍
え

ら

れ

る

と
､

こ

れ

に

ブ

ラ

イ

ア

ン

国
務
長
官
は

敏
速

な

反
應
を

示
し

､

二

月
二

二

日
､

ウ

ィ

ル

ス

ン

弓
0

0

d

3
弓

弓
亡
払

○

日

大

統

領
に

あ

て
､

そ

の

意

見
を

し

た

た

め
る

｡

そ

こ

に

は
､

｢

第
五

親
+

の

要
求

は
､

｢

中
国
の

政

治
的
統

一

を

脅
か

し
､

各
国
へ

の

機
禽
均
等
の

原

則
に

違
背
す
る
+

鮎
に

か

ん

が

み
､

ア

メ

リ

カ

政

府
と

し

て

は
こ

れ

に

反
封
意
思
を

表
示

す
べ

き

旨
の

意
見
が

明

確
に

し
る

さ

れ
て

い

た
｡.

同

時
に

ー
こ

の

鮎
が

と

く

に

こ

の

場
合
わ
れ

わ
れ

の

牲

･
朗

意
を

ひ

く
の

だ

が

-
ブ

ラ

イ

ア

ン

は
､

｢

確

信
を

も
っ

て

い

う

カ

け
で

は

な
い

が
､

中
国
は

､

滴
洲

以

外
の

地

域
で

自
由
を

確
保

し

う
る

こ

と

を

候
件
に

､

清
洲
を

日

本
に

譲
渡
す
る

の

が

賢
明

な

の

で

は

な
か

ろ

う
か
+

と
､

目

撃

紛
争
の

根
本

的

解
決
に

つ

い

て

(

1
)

の

構
想
に

解
れ

た

の

で

あ

っ

た
｡

元

来
､

ブ

ラ

イ

ア

ン

は
､

ケ

ィ

ル

ス

ン

と

と

も
に

平
和
と

正

義

の

茸
現
を

旗
職
に

か

か

げ
､

｢

使
徒
外

交
.

曽
ロ
∽

巴
○

ロ

賀
q

D

首
-

?

(

2
)

m

琶
E

を

賓
践
し

た

と
さ

れ

る
｡

た

し
か

に

ア

イ

デ
ィ

ア

リ

ス

テ

イ

ク

な

要
因
が

外

交
政

策
を

規
定
す
る

面
が

大
き

か
っ

た

鮎
で

､

雨

着
の

賓
践
し
ょ

う

と

し
た

外

交
政

策
に

は

共

通
し

た

も
の

が

あ

っ

た
｡

し
か

し
ブ

ラ

イ

ア

ン

に

お

い

て

は
､

ウ

ィ

ル

ス

ン

が

正

義
､

あ

る

い

は

デ
モ

ク

ラ

シ

ー

の

茸
現
を

外
交
目

標
と

し
て

重

視

し

て

い

た

の

に

封
し

､

む

し

ろ

国
際
年
和
の

維

持
･

達
成
に

一

層

の

力

鮎
を

お

い

て

い

た

と

見
る

こ

と

が

で

き

る
｡

国
際
紛
争
の

合

理

的
手

段
に

よ

る

平

和
的
解
決
に

封
し

て

は
､

ブ

ラ

イ

ア
ン

は

昔

時
の

他
の

革
新

主

義
者
と

そ

の

強
い

信
念
を

等
し

く

し
て

い

た
｡

そ

し
て

こ

の

信
念
に

も

と
づ

い

て
､

ブ

ラ

イ

ア

ン

は

国
務
長
官
就

任
以

来
す
で

に
一

九
一

四

年
末
ま
で

の

間
に

､

三

〇
に

及
ぶ

｢

調

停
候
約
+

を

各
国
政

府
と

締
結
し

､

一

切

の

国
際
紛
争
を

仲
裁

裁

､

′

叫
し

去
■
二軽
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列
も

し

く
は

調
停
の

手

居
き

を

通

じ
て

解
決
す
る

こ
一
と

を

約
し

た

の

で

あ

っ

た
｡

ブ

ラ

イ

ア

ン

は
､

ウ

ィ

ル

ス

ン

に

比

較
す
る

と

き
､

一

層
平
和
主

義
者
で

あ

り
､

そ
の

た

め
に

彼
の

政

策
は

宥
和
的
性

格
を

お

び

て

い

た

と

見
る

こ

と

が

で

き
よ

う
｡

両

者
の

立

場
の

差

違
は

､

や

が

て

ル

シ

タ
ニ

ア

F
【

払

き

賀
i

p

兢
撃
沈
問
題
を

め

ぐ
る

意
見
の

衝
突
か

ら

ブ

ラ

イ

ア

ン

の

前
職
(

一

九
一

五

年
六

月
)

と

な

り
､

さ

ら
に

ブ

ラ

イ

ア

ン

の

指
導
の

も
と

に
､

参
戦
準
備
に

対
す

る

ウ
ィ

ル

ス

ン

の

政

策
に

反

封
す
る

一

汲
の

民

主

黒
内

部
に

お

け

る

形
成
へ

と

餞
展
す
る

｡

さ

て
､

｢

二
一

■
條
要
求
+

に

端
を

覆
し
た

日

華
紛
争
に

直

面
し

た

ブ

ラ
イ

ア

ン

は
､

雷
然
そ

の

基
本

理

念
に

導
か

れ

て

極
東
に

お

け

る

平

和
の

確
保
を

望
み

､

そ

の

た

め
に

日

華
両

国
は

互

譲
の

精
神

に

も
と
づ

い

て

和
解
し

､

紛
争
を

平
和
的
に

解
決
す
べ

き

も
の

と

考
え

､

こ

の

易
合

､

ア

メ

リ

カ

外

交
は

､

こ

の

和
解

賓
現

を

容
易

に

す
べ

く
､

調
停

者
の

役
割
を

演
ず
る

こ

と

が

ふ

さ

わ

し
い

と

し

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

､

日

本
の

帝
国
主
義
的
な

勢
力

瑛
大
の

企
固
に

対

す
る

ブ

ラ

イ

ア

ン

の

宥
和
的
態
度
は

､

や

が

て

ウ

ィ

ル

ス

ン

に

封

1

レ
､

｢

日

本
の

要
求
が

過
大
で

も
､

中
国
の

譲
歩
が

過
小
で

も
､

友

(

3
)

.

交
精
神
は

生
れ

.
え

な
い

｡

+

あ

る

い

は
､

｢

こ

の

極
東
の

紛
争
で

最
も

自
分
を

悩
ま

す
の

は
､

璧
方

に

清

廉
心
の

あ

る

こ

と

で

あ

る
｡

そ

れ

が

平
和
の

保
障
を

妨
げ

て

い

る
｡

日

華
両

国
は

隣
邦
た

る
べ

き

運

命
を

も
っ

て

お

り
､

互
に

過
す
る

に

友

誼
精
神
を

も
っ

て

す
る

の

で

な

け
れ

ば
､

重

大
な

確
執
を

避
け
る

す
べ

を

も

た

な
い

｡

+

(

4
)

と

し
て

､

.
表
明
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

南
清
洲

､

東
部
内

蒙
古
に

封
す
る

日

本
の

要
求
は

､

ブ

ラ

イ

ア

ン

の

観
鮎
か

ら

は

合

理

的
な

も
の

と

し

て

是
認
さ

れ
､

こ

れ

に

封
す
る

中

国
政
府
の

譲

歩
が

望
ま

れ

る

と

と

も
に

､

他

方
､

｢

第
五

競
+

の
′
要
求
は

こ

れ

を

過

大
と

し
て

､

抑

制
さ

れ

ね

ば

な

ら
ぬ

と

み

な
し

た

の

で

あ
る

｡

そ

こ

で

ア

メ

リ

カ

政

府
と

し
て

は
､

こ

の

合
理

的
な

一

線
に

お

い

て

南
国
の

妥

協
を

促
進
サ
る

こ

と
こ

そ
､

こ

の

事
態
に

お

い

て

追

求
さ

る
ぺ

き

合
目

的
的
な

政

策
目

標
で

あ

る

と
､

ブ

ラ

イ

ア

ン

に

ょ
っ

て

判
断
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

南
清
洲

､

東
部
内
蒙

古
の

｢

特
殊
地

域
+

化
の

承

認
を

通
じ
て

､

紛
争
の

平
和
的
解
決
を

意

囲

し
た

ブ

ラ

イ

ア

ン

の

構
想
は

､

国
務
省
の

他
の

政

策
決
定
者

､

ラ
ン

シ

ン

グ

河
○

す
0

ユ

F
P
ロ

玖
n
粥

顧
問
と

ウ

ィ

リ

ア

ム

ズ

E
仁
弓

寛
d

→
.

弓

≡
-

p

m
ひ

極

朗

転■-′
賢妻

[′ナ

ドニ弓j
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｢

米
国
は

､

山
東

､

南
清
洲

及
び

東
蒙
古
に

か

ん

す
る

日

本
の

《

要
求
》

に

封
し

て

は
､

反

封
を

な

す
べ

き

根
接
が

あ

る

が
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

米
国
は

､

領
土
の

隣
接
に

よ

り

日

本
と

右
地

方

間
に

特
殊
の

関

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

係
の

存
在
す
る

こ

と

を

率
直
に

認
め

､

こ

の

さ

い

は

日

本
の

提

案
の

第
一

競
及
び

第
二

競
に

関
し
て

は
､

何
ら

問
題
を

提
起
し

な
い

こ

と

と

L

㌢
(

諾
は

)

こ

の

よ

う
に

､

三

月
､

国
務
省
の

決
定
し

た

政

策
は

､

目

撃
南

国
政

府
を

互

譲
の

精
神
で

妥

協
せ

し
め

ん

と

す
る

も
の

で

あ

り
､

右
の

ノ

ー

ト

は
､

南

国
妥
協
の

基
本
的
方

式
を

示

す
も
の

で

あ
っ

(

8
)

た
｡

こ

の

よ

う
に

見
る

と

き
､

こ

の

ノ

ー

ト

は
､

単
な
る

｢

抗
議
+

と

し
て

の

意
義
で

理

解
さ

る
べ

き
で

は

な

く
､

そ

れ

は

む
し

ろ

本

質
に

お

い

て
､

い

わ

ば
一

種
の

居
中

調
停
案
の

提
示
と

し

て

の

意

義
で

把

握
さ

れ

る
べ

き

で

あ

ろ

う
｡

し
た

が

っ

て
､

こ

の

ノ

ー

ト

の

趣
旨
に

そ
っ

て
､

日

本
政
府
が

｢

第
五

競
+

の

《

要
望
》

を

撤

個
し

､

一

方
､

中

国
政

府
が

譲
歩
を

担
香
す
る

と
き

は
､

次
の

措

置
と

し
て

､

ブ

ラ

イ

ア

ン

は
､

中
国
政

府
へ

の

勧
告

を

試
み

た

で

あ

ろ

う
こ

と

も

濠
恕
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

と

も

角
､

こ

の

ノ

ー

ト

に

お

い

て
､

ア

メ

リ

カ

政

府
が

､

南
満

洲
､

東
部
内
蒙
古
に

封
す
る

日

本
の

｢

特

殊
関
係
+

を

承
認
し
た

こ

と
の

歴
史
的
意
義
は

､

高
く

評
償
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

そ
れ

は
､

一

九

〇

九

年
の

清
洲

城
道
中
立

化

案
､

さ

ら

に
一

九
一

一

年

の

四

国
借
款
圃
の

成
立
に

見

ら
れ

た
､

ア

メ

リ

カ

の

極
東
政

策
の
･

(

9
)

愛
東

､

後
退
を

意
味
す
る

と

と

も
に

､

こ

れ

ら
地

域
に

排
他
的

支

配
権
を

樹
立

せ

ん

と

す
る

日

本
の

帝
国
主

義
的
計
量
が

一

階
梯
前

進
し

た

こ

と

を

意
味
し

た
｡

か

く

て
､

日

本
が

こ

れ

ら
地

域
に

も

つ

｢

特
殊
関
係
+

は
､

す
で

に

ロ

シ

ア
､

フ
一

㌃
ス

､

イ

ギ

リ

ス

(

1 0
)

の

承

認
を

え
て

い

た

が
､

今
ま

た

ア

メ

リ

カ

の

承
認
を

加
え
る

こ

と

に

よ

り
､

日

本
外

交
は

､

日

露
戦
争
以

爽
の

び

と
つ

の

重

要
目

標
を

達

成
し

た

か

に

見
え
た

の

で

あ

る
｡

(

1
)

二

月
二

二

日
､

ブ

ラ

イ

ア

ン

か

ら

ウ
ィ

ル

ス

ン

宛
｡

q
･

∽
･

-

句
○

言
-

的

日

田
e
-

巴
小

○

ロ
の

}

→
F
e

P
巴

邑
n
g

吋

首
2

謡
-

-

田
中

-
-

記
〇

･

(

以

下

F
P

n

巴
白

粥

吋
P

勺
e

諾

と

略
す
)

I

H
､

-

窒
○

､

苫
･

合
切

-
合
γ

(

2
)

た
と

え

ば

E
n

打
-

A

ユ
ビ

弓

S
.

}

弓
O

a
3
弓

W
こ

岩
ロ

2
-

P

t

F
e

勺

3
的

言
誤

才
e

出
→

P
-

-

望
○

～
-

望
♪

C
F
P

ワ

♪

参
照

｡

(

3
)

三

月
二

五

日
､

ブ

ラ

イ

ア

ン

か

ら

ウ
ィ

ル

ス

ン

宛
｡

P

巴

邑
口

的

吋
P
匂
e

誌
-

H
H

-

き
い

一

(

4
)

四

月

六

日
､

ブ

ラ

イ

ア

ン

か

ら

ウ

ィ

ル

ス

ン

宛
｡

H

E
(

r

や

阜
-

山
.

(

5
)

二

月
二

六

日
､

ウ

ィ

ワ

ァ

ム

ズ

か

ら
ブ

ラ

イ
ア

ン

宛
｡

C

弓

ゼ

河
○
叫

≦
1

.

-

弓
0
0

d

岩
弓

≦
1

こ

等
口

巴
-

一

句

賀

H

覧
訂
H
ロ

吋
○
-

ど
y
.

-

空
山

-
-

¢

N
-

-

-

設
♪

中

ロ
γ

(

6
)

三

月
一

日
､

ラ

ン

シ

ン

グ

か

ら

ブ

ラ

イ

ア

ン

宛
｡

｢
P
n

巴

点

3 7
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よ
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t

勺
P

せ
e
→

タ

H

I
､

全
じ

叫

-
合
p

(

7
)

C
.

S
.

-

句
○

記
小

g

n

河
e
-

巴
-

○
ロ
∽

〉

-

芝
山

-

廿

p
.

-

○

山

-
-

ロ
.

.な
お

邦
澤
に

つ

い

て

は
､

外

務

省

編
､

日

本

外

交
年
表

､

上
､

三

九
五

-

四

〇
一

頁
｡

(

8
)

ラ

イ
ン

シ

ュ

自
身

は
､

こ

の

よ

う

な

意

義
を

こ

の

ノ

ー

ト

に

付

興
し
て

い

た

(

押
e
-

n

芸
才

O

p
.

O

F
〉

p
.

-

い

β
｡

(

9
)

G
ユ
s

弓
○
-

早

○

ワ

○

芦
-

廿

や

一

浩
-
-

巴
.

(

1 0
)

｢
P

句
a
→

g

亡
e

〉

○

ワ

9 .

t
.

-

や

聖
r

三

わ

れ

わ

れ

は
､

賓
際
可
能
な

あ

ら

ゆ
る

方
法
を

試

み

て
､

中

国
の

擁
護
に

あ
た

ら
ね

ば

な

ら

な
い

｡

ウ
ィ

ル

ス

ン

.

日

本
の

｢

二
一

條
要
求
+

に
､

ア

メ

リ

カ

国
務
省
が

宥
和
政

策

で

封
應
し

､

調
停
的
任

務
を

自
ら

に

課
し

て

い

た

と

き
､

こ

れ

と

は

別

箇
の

判
断
の

基

準
に

立

ち
､

異
る

政
策
の

コ

ー

ス

を

考
慮
し
て

い

た

ウ

ィ

ル

ス

ン

大
統
領
が

存
在
し

て

い

た

こ

と

に
､

■こ

こ

で

わ

れ

わ

れ

の

注
意

は

向

け

ら
れ

ね

ば

な

ら
な
い

｡

元

来
､

ウ

ィ

ル

ス

ン

に

と
っ

て

外

交
政
策
の

目

標
は

､

普
遍
的
道
義
の

賓
現

､

あ

る

い

は

法
的
規
範
の

擁
護
で

な

け
れ

ば

な
ら

ず
､

極
東
政

策
の

場
合

､

道

義
と

法
は

､

中

国
の

主
権
擁
護

､

領
土

保
全

､

門
戸
開
放
原

則

と

横
合
均
等
主

義
の

維
持
と

し
て

よ

り

具

債

的
に

措

か

れ

て

い

朗

た
｡

ウ

ィ

ル

ス

ン

の

観
鮎
か

ら

見
る

と

き
､

中
国
政
府
に

不

利
な

情
勢
に

乗
じ
て

､

こ

れ

に

苛
酷
な

譲
歩
を

強

要
す
る

日

本
政
府
の

行
動
は

道
義
的
非
難
に

催
し

､

し

た

が
っ

て

不

嘗
な

要
求
に

抵
抗

す
る

中
国
政

府
に

は

嘗
然
国

際
的
支
援
が

あ

た

え

ら
れ

る
ぺ

き

で

あ
っ

た
｡

ア

メ

リ

カ

の

政
策
は

､

妥
協
の

勧
告
や

不

正
の

容
認
で

あ
っ

て

は

な
ら

ず
､

正

義
を

代
表
す
る

側
を

支
持
す
べ

き

も
の

と

さ

れ

た

の

で

あ
る
. ｡

二

月
上

旬
､

日

華
交

渉
を

め

ぐ
る

情
勢
が

ワ

シ

ン

ト

ン

で

は

未

だ

明

確
で

な
か

っ

た

際
､

ウ

ィ

ル

ス

ン

は
､

す
で

に

慎
重

な

琴
一
一
一

口

な
が

ら
､

中

国
に

好
意
的
態
度
を

ラ

イ
ン

シ

ュ

宛
に

し

る

し

た

の

で

あ

る
｡

｢

私
の

考
え
で

は
､

目

下
の

交
渉
に

際
し
て

､

中

国
に

直
接
助

言
し

た

り
､

中
国
側
に

立
っ

て

直

接
紛
争
に

介
入

し
た

り

す
る

の

は
､

中
国
に

晋
を

あ
た

え
る

こ

と
に

な

ろ

う
｡

…

…

私
は

慎

重

な

友

人

‥
胃
仁
n

わ
ロ
t

f

ユ
e

ロ
d

と

し
て

の

役
割
り
を

つ

と

め

よ

う
と

思
う

｡

…

…

目

下
は

､

私

は

事
態
を

注
視
し
て

い

る

が
､

(

1
)

賢
明

と

あ

れ

ば
､

い

つ

で

も

介
入

す
る

用
意
を

も
つ

｡

+

二

月
か

ら
三

月
化

か

け
て

､

ウ

ィ

ル

ス

ン

は

極

東
の

事

態
を

｢

注
疏
+

し
て

い

た
｡

そ

し

て
､

こ

の

時
期
に

お

い

て

ほ
､

日

華

濾
十

き
■転
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え
る

｡

び

と
つ

は
､

｢

日

本

政

府
が
《

要
望
》

の

受
諾
を

中

国

政
府
に

強
要
し

て

い

る

と
の

報
に

､

ア

メ

リ

カ

政

府
が

も
つ

重

大

な

闘
心
+

を

珍
田

大

便
に

告

げ
る
ぺ

し
と

す
る

鮎
で

あ

り
､

他
は

､

｢

ア

メ

リ

カ

政

府
が

日

本
の

要
求
の

い

ず
れ

か

を

承

認
し

た

と
の

報
は

事
賓
に

反
す
る
+

こ

と

を

強
調
し

∵
次
の

趣
旨
で

ア

メ

リ

カ

政

府
の

意

向

を
､

非
公

式
に

中
国
政

府
に

申
入
れ

る

よ

う
､

ラ

イ

(

1
)

ン

シ

ュ

公

使
に

訓
電
す
べ

し

と

し

た

鮎
で

あ
っ

た
｡

｢

ア

メ

リ

カ

政

府
は

､

中

国
に

も
つ

僕
約
上
の

槽
利
の

い

ず
れ

を

も

放
棄
し

た

こ

と

は

な

く
､

ま

た

中

国
の

産
業
的

･

政

治

的

頑
祉
に

か

か

わ

る

す
べ

て

の

事
柄
に

も
つ

友
交
的
関
心

は
､

こ

れ

を

寸
分
た

り

と

も

減
小
せ

し
め

た
こ

と

は

な
い

｡

目

下
の

交

渉
が

､

ア

メ

リ

カ

の

権
利

､

義
務
に

影
響
を

あ

た

え

ず
､

そ
の

利
益

を

侵

害
す
る

も

の

で

な
い

鮎
を

､

確
信
を

も
っ

て

期
待
し

(

2
)

っ

っ
､

交

渉
の

結
果
を

待
つ

も
の

で

あ

る
｡

+

こ

れ

は
､

日

華
交
渉
開
始
以

来
､

初
め
て

直
接
に

中

国
政

府
に

侍
え

ら
れ

た

ア

メ

リ

カ

政

府
の

意
思
で

あ

り
､

衰
世

凱
の

要
望
に

そ
つ

て
､

中

国
政

府
の

抵

抗
意

思
の

強
化
を

は

か

る

た

め

精

神
的

J

･

や
∵
バ

ー

{

‥

r.

L

㌧

■

.
上
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叩(髄
m

一弟

で

も

無

で

.
一

一′∴

阜
こ
■
と

､

､
も

は

や

｢

各
競
. 一

→

封
ス

カ
､に

中

政
府
は
､

こ

の

時
搬
に

､

交
渉
に

封
す
る

ア

由8

一

橋論叢 第四 十三 巷

ル

具
髄
的
協
定

案
ヲ

捉
取
シ

最
後
ノ

決
心
ヲ

示
シ

テ

之
ヲ

押
付
ケ

急
速

解
決
ヲ

固
ル
+

ぺ

き

｢

時
機
+

が

到

来
心
た

も
の

と

し
て

､

(

8
)

そ
の

意

見
を

加
藤
外
相
に

具
申
す
る

｡

か

く
て

､

日

本
政
府
に

と
っ

て

交
渉
に

不

利
な

園
外
情
勢
が

次

(

9
)

第
に

畿

展
す
る

か

に

見
え

て

漕

た
｡

加
え

て
､

園
内
面
で

も
､

荏

再
交
渉
の

遷
延

を

許
さ

ぬ

情
勢
の

出
現
が

停
え

ら

れ

て

い

た
｡

交

渉
三

月

を
こ

え
て

､

所
期
の

目

的
を

達
し

な
い

政
府
に

封
し

､

こ

れ

を

非
難
し

､

封
華
強
硬
政

策
を

も

と

め

る

聾
は

次

第
に

高
ま

り

(

1 0
)

つ

つ

あ
っ

た
｡

政

黒
の

こ

の

問
題
を

め

ぐ

る

動
き

も

よ

う
や

く

括

(

1 1
)

溌
化
し
て

い

た
｡

こ

こ

に

お

い

て
､

交
渉
を

早
急
に

終
結
せ

し

め

る

必

要
は

､

政
策
決
定

者
に

と

り

強
く

意

識
さ

れ

は

じ

め
る

の

で

あ

る
｡

か

く
て

､

加
藤
外

相
は

､

日

置
公
使
に

訓
電

､

四

月
二

六

日

の

合
議
で

､

｢

最
終
的

修
正

案
+

を

提
出
せ

し

め
､

交
渉
の

園

満
解

決

へ

の

最

後
の

努
力

を

試
み

せ

し
め

る
｡

そ

れ

は
､

｢

第
五

競
+

､

東

部
内
蒙
古
問
題
に

つ

い

て

要
求
を

媛
和
し

､

加
え

て

膠
洲
漕
の

遠

(

1 2
)

付
を

最

後
の

切

札
と

し
て

提
示

し
た

も

の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

日

本

の

｢

最
終
的

修
正

案
+

は
､

し
か

し

な
が

ら
､

五

月
一

日
の

中

国

政
府
の

同
答
に

よ
っ

て
､

解
決
の

基
礎
と

な
り

え

ぬ

こ

と
が

明

ら

メ

リ

カ

政

府
の

積

極
的
干
渉
の

可
能
性
に

つ

い

て
､

一

層
そ
の

確

(

u
)

信
を

深
め

､

も

は

や

譲
歩
の

必

要
を

見
な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

中
国
政
府
の

非
安
協
的
態
度
に

直

面
し

て
､

五

月
三

日
､

日

本

政

府
は

つ

い

に

最

後
通
牒
の

手

段
に

訴
え

て

｢

二
一

俵
要
求
+

を

貫
徹
す
べ

き

旨
の

閣

議
決
定
を

行
っ

た
｡

と
こ

ろ
が

､

こ

の

決
定

に

封
し

て

は
､

ま

ず
国
内
に

お

い

て
､

山

牒
有
朋
を

は

じ

め

と

す

る

元

老
よ

り

強
い

異
議
が

出
さ

れ

た
｡

五

月
四

日
､

政
府

･

元

老

共

同

合
議
が

開
か

れ

る

が
､

こ

の

席
上

元

老
は

､

《

要
望
》

で

あ

る

べ

き

｢

第
五

競
+

を

も

含
め

｢

二
一

僕
要
求
+

全

髄
を

最
後
通

牒

(

1 5
)

形
式
と

す
る

鮎
に

反
封
の

意

向

を

示

し
た

｡

そ

れ

は
､

｢

第
五

競
+

を

最
後
通
牒
と

し

て

受
諾
を

要
求
す
る

こ

と
に

ょ

り
､

米
英
な

ど

列
強
の

不

信
を

買
い

､

国
際
的
孤
立
に

陥
る

こ

と
を

恐

れ
､

さ

ら

に

は
､

国
際
的
干

渉
行

動
を

誘
聾

す
る

危
険
を

顧
慮
し
た

も

の

に

(

1 6
)

他

な

ら

な
か
っ

た
｡

元

束
､

元

老

は

政

策
形
成
過
程
で

国
際
的
要

因
を

重

税
す
る

傾
向
を

強
く

し

て

い

た

が
､

こ

の

共
同

合
議
に

お

い

て

も
､

た

と

え

ば

山

騒
は

､

｢

此

際
列
国
の

意

を

も

充
分
に

疏
通

し
､

内
密
の

注
意
を

要
す
る

の

み

な

ら

ず
､

国
家

百

年
の

前
途
を

考
え

､

信
を

列
強
に

失
せ

ざ

る

を

要
す
+

鮎
を

強
調

､

政

府
の

決

(

1 7
)

定
に

厳
し
い

批
判
を

加
え

た

の

で

あ

る
｡

ノ

や

′

⊥
.

∴

宮



ハ

∵
ノ

1
ノ

元

老
の

反
封
態
度
に

か

ん

が

み

て
､

政
府
は

最
後
通
牒
実
の

再

検
討
を

飴
儀
な

く
さ

れ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

こ

の

時
鮎
に

お

い

て
､

政
府
の

も

と
に

は

英
米
南

国
政

府
の

反

應
を

し

め

す
二

つ

の

重

要

な

情
報
が

到

着
し

た
｡

ひ

と
つ

は
､

｢

第
五

兢
+

問
題
で

日

華
両
国

間
に

武
力

衝
突
の

饅
生

を

見
た

場
合

､

｢

か

く
て

生

じ
た

事
態
は

､

イ
ギ

リ

ス

の

輿
論
の

前
で

､

日

英
同

盟
の

規
定
と

調

和
せ

し

め
る

(

2
)

四

月
一

五

目
､

ブ

ラ

イ

ア

ン

か

ら

ラ

イ
ン

シ

ュ

宛
電
報

｡

I

E
d

･

､

や

き
り

(

3
)

四

月
一

六

日
､

ナ

イ

ル

ス

ン

か

ら

ブ

ラ

イ

ア

ン

宛
｡

C

弓
→

¥

○

宇
○
-

t
こ

9

-

N

い
･

こ

と
が

困

難
で

あ

ろ

う
+

と

し

る

し
て

､

イ

ギ

リ

ス

政

府
の

反
封
を

明
か

に

し

た
､

(

1 8
)

e

叫

外
相
か

ら
の

通
告
で

あ
っ

た
｡

伯
は

､

す
る

た

め
､

｢

悪
質
な

企

困

m
巴

好
日
P

已
日

本
の

過
激
行

動
へ

の

グ

レ

イ

出
P

弓
P
→

P

G
?

日

本
の

行

動

を

抑
制

賢
t

e

日

官
巴

が

ワ

シ

(

1 9
)

(

4
)

四

月
一

六

日
､

日

置

公

使
覆

､

加
藤

外

相

宛
､

務

省
記
線

､

日

置

公

使
来

電
､

二
)

｡

(

5
)

四

月
一

七

日
､

日

置

公

使
螢

､

加

藤
外

相

宛
､

務

省

記

録
､

日

置

公

使
来

電
､

二
)

｡

(

6
)

四

月

二

三

日
､

日

置

公

使
蔑

､

加

藤
外

相
宛

､

務
省
記

録
､

二

十
一

條
問
題

､

二
)

■｡

一

九

六

競
(

外

二

〇

〇

耽
(

外

二
一

三

競
(

外

F ニ ー 條要求+ と ア メ リ カ の 封應

ン

ト

ン

で

進
め

ら

れ

て

い

る

と
の

情
報
で

あ

り
､

こ

の

｢

悪

質
な

企

囲
+

は

四

囲
共

同

干
渉
の

計

量
で

あ
る

こ

と
が

や

が

て

判
明

す

る
｡

か

く

し
て

､

日

本
政

府
は

､

最
後
通

牒
実
に

つ

い

て

の

最
初
の

決
定
を

修
正

､

五

月

四

日

夜
の

閣
議
に

お

い

て
､

｢

第
五

競
+

を

削

除
し
て

､

他
の

要
求
の

み

を

最
後
通
牒
せ

し
て

通
告

す
る

こ

と

を

(

2 0
)

決
定
し
た

｡

日

置
公

使
が

､

こ

の

通
告

を

中
国
政

府
に

行
っ

た

の

は
､

五

月

七

日
の

こ

と

で

あ

る
｡

(

l
)

四

月
一

四

日
､

ウ
イ

ル

ス

ン

か

ら

プ

ラ

イ

ア

シ

宛
｡

,
ど

一

日

巴
β
的

(

7
)

四

月
一

九
目

､

北

京
駐

在
ロ

シ

ア

公

使
か

ら

日

置

公

使
は
こ

の

情
報

を

入

手

し
､

本

省
に

､

｢

凌

都
政

府
ハ

此
ノ

撃
-

接
シ

非
常
二

散

華
ン

居
レ

ル

由
ナ

リ
+

と

報

告

し
た

(

四

月
一

九

日
､

日

置

公

使
畿

加

藤
外
相

宛
､

二

〇
五

競
｡

外

務

省

記

録
､

二

十
一

便
問
題

､

二
)

｡

(

8
)

四

月
一

七

日
､

日

置
公

使

蜃
､

加

藤

外

相

宛
､

二

ひ
一

統
(

堀

川

武
夫

､

前

掲

書
､

二

四

〇

-
二

四
一

頁
)

｡

(

9
)

イ
ギ

リ

ス

政
府
の

不

満
も

次

第
に

明
か

に

な
る

｡

イ

ギ

リ

ス

政

府
は

最
初
｢

第
五

競
+

わ

通
告

を

う

け

た

と

き
､

こ

の

中
の

第
五

項
､

す
な

わ

ち

華
中
か

ち

華
南
に

か

け

て

の

銭

道

敷
設

橿
の

《

要
望
》

に

つ

い

て

異
議

を

唱

え
た

(

三

月
一

〇

日
､

グ

リ

ー

ン

G

記
e

ロ
e

)

W
･

C
.

駐
日

大

使

か

ら

加

藤

外

相

宛
､

覚
書

､

外

務

省

記

銘
)

｡

つ

づ

い

て

三

月
一

七

日
､

グ

リ

ー

ン

大

使
は

､

加

藤
外

鵜
に

､

義
政

府

を

傷

つ

け
る

要
求
を

強

要
す
る

こ

と
の

な
い

よ

う
､

ま
た

日

英
同

盟
の

趣

旨
と

抵
髄
す
る

よ

う
な

行
動
を

､

と

る

こ

と
の

な
い

よ

う

申
入

れ

て

尊

た

(

三

月

九

日
､

.
グ

ヤ
ィ

外

か
.
ら

ダ
,ヴ

1
.

シ

,
宛

､

■
電
報

｡

三

月

舶
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∴

年

1
ノ

軒
献
軌
卦

∴
こ

六

九
十
こ

も
α
訂
㌣

軋
什

献

へ

～

′

■一

J

く

肝

摘

草
.

二

六

∴
･･
碑

(

1 0
)

.
た
と

え

ば
､

■
由
月
.二
八

日
､

ホ

イ

デ

ー

弓
F
e

e
-

e

†

参
事
官
の

国
務

省
へ

の

報
告

｡

q
･

S
･

-

句
○

宗
一

g

n

河
e
-

邑
○

日
∽

､

-

2
♪

や

ー

N

ご

｢
P

句

宅
g

仁
①

二
U

ワ

2 .

t
.

-

p
一

見
r

1 4 13 1 2 1 1

堀
川

武
夫

､

前
掲
書

､

二

四

〇

-
二

四
一

頁
｡

前
掲
書

､

二

四
二

1
二

四
七

頁
｡

前
掲
書

､

二

五

二

-
二

五

六

頁
｡

ウ

ィ

ル

ス

ン

は
､

四

月

二

七

日
､

｢

中

国

政

府

は
､

そ
の

主

権
､

行

政

的

濁
立

､

領
土

的

倶
全

に

重

大

溌

侵

害
を

あ

た

え
る

要
求
に

抵

抗
を
こ

こ

ろ
み

て

お

り
､

わ

が

国
は
こ

れ

を

同

情
の

脹
で

見

守
っ

て

い

る
｡

こ

の

鮎
､

中

国
政

府
は

確
信
を

も
つ

よ

う
ラ

イ
ン

シ

ュ

に

訓

令
す
べ

し
+

と
ブ

ラ

イ

ア

ン

に

告
げ

て

い

る

(

四

月
二

七

日
､

ウ

ィ

ル

ス

ン

か

ら
ブ

ラ

イ

ア

ン

宛
｡

J

2

邑
ロ

g

竹
野

匂
e

ぷ

H

H
}

き
N

-

き
00
)

｡

(

1 5
)

徳

富
猪

一

郎
編

､

公
宵

山

解
有

朋

侍
､

下

巻
､

昭
･

八
､

九

三

〇

頁
｡

堀

川

武
夫

､

前
掲
書

､

二

五

八

-
二

六
二

頁
｡

枚
本

忠

雄
､

前

掲
苔
二

六

七

1
二

七

〇

頁
｡

(

16
)

な

お
､

加

藤
外

相
の

外

交

運

営

ぶ

り
に

封
す
る

､

元

老
た

ち
の

日

頃
の

鬱
憤
が

こ

の

含
義
で

､

そ

の

捌
け
口

を

見

出
し

た
こ

と

も
､

考
慮
さ

る

ぺ

き

で

あ

ろ

う
｡

橡
本

忠

雄
､

前
掲
書

､

二

七
七

1
二

七

八

頁
｡

(

17
)

絵
本

忠

雄
､

前

掲

書
､

二

八

七

頁
｡

元

老
の

ひ

と

り
､

井
上

者

は

合
議
を

歓

席
す
る

が
､

合
議
の

前
､

山

願
有
朋
に

電
話
で

､

｢

蕗
英

米
等
の

諸

国

と

十

分
に

意

思

を

疏

通
す
る
+

鮎
を

充
分

考

慮
の

上
､

決
定
を

下

す
べ

き
で

あ
る

と
､

そ

の

意

見
を

の

ぺ

て

い

る

(

松
本

忠

一

-
二

六

二

頁
)

ぺ

(

柑
)

五

片
三

日
､

グ
レ

イ

蔑
､

グ

リ

ー

ン

大

使
宛

電
報

｡

こ

れ

は

四

日
､

グ

リ

ー

ン

大

使
か

ら

加

藤
外

相
に

手

交
さ

れ

る

(

外

務
省
記

鐘
｡

■
な

お

稔
本

忠

雄
､

前

抱
書

､

二

五

七

-
二

五

八

頁
)

｡

(

1 9
)

ロ

ン

ド
ン

の

本

多
(

熊
太

郎
)

参
事
官
が

､

タ

イ
ム

ズ

の

ス

テ

イ

ー

ド

哲
e

e

斗

H
.

≦
1

.

外

報

部

次

長
か

ら

入

手

し

た

も
の

で

あ

り
､

五

月

四

日
､

井
上

大

使
か

ら

外

務

省
に

入

電
し

た
｡

五

月

四

日

着
､

井
上

駐

英
大

使
尊

､

加

藤
外

相

宛
､

二

六

九

賛
､

(

外

務

省

記

録
､

二

十
一

便
問
題

､

三
)

｡

橡
本

忠

雄
､

前

掲

書
､

二

三

二

-
二

三

三

及
び

二

八

四

頁
｡

堀

川

武
夫

､

前

掲
書

､

二

六

四

頁
｡

(

2 0
)

第
五

競
の

削

除
は

､

こ

の

夜
の

閣

議
に

急
題

施

行
か

ら

辟
京

し

た

大

浦
(

東

武
)

内

相
の

提
案

. に

よ

り
､

決
定

さ

れ

た

も
の

と

さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

大

浦
の

提
案

､

ま

た

他
の

閣

僚
の

賛
成

意

見
に

は
､

以
上

の

国

際
情
勢
と

元
老
の

態

度
が

反

映

し
て

い

た

も

の

と

見
る

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う
｡

徳
富

猪
一

郎
､

前

掲
書

､

九
三

一

-
九

三

二

頁
｡

枚

本

忠
雄

､

前
掲

苔
､

二

七

二

頁
｡

堀

川

武
夫

､

前

掲
書

､

二

六

四

-
二

六

六

頁
｡

｢
p

句

賀
g

ロ
e

､

○

ワ

O

F
-

ワ

ご
.

さ

て
､

ウ

ィ

ル

ス

ン

は

四

月

中
旬

､

宥
和
政

策
を

放
櫛
し

､

｢

賓

際
可

能
な

あ

ら

ゆ
る

方

法
を

試
み

て
､

中

国
の

擁
護
に

あ

た

る
+

決
意

を

し

た

が
､

し
か

し

彼
は

戦
争
を

臍
し

て

ま
で

事
態
に

介
入

す
る

用
意
は

な

く
､

ア

メ

リ

カ

の

動
員
し

う
る

力

と

国

際
情
勢
に

か

ん

が

み

て
､

｢

箕
際
可

能
な
+

方

法
と

し
て

､

次
の

よ

う
な

構
想

ノ

ノ
･

,

観
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■∴誼 参 期 の 牒 に を る が と す を り は に か す も を
三
∫さ壬■に 加 待 呼 の 封 開 と

'
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香 し け 中 日 る は ル 旬 の に し 本 り 共 本 同 列 定 ･ .

紘
一
耳 し

(
て に 止 華

0

郎 ス 丁 で
､ ､

の カ 同 の ス 強 着

幣･;㌔ニた たヱ
' '

を 交 す 刻 ン 日 あ 日 三 要
一

行 政 テ に せ

∴ フ
0

冷 各 勒 渉 な 手 の 本 つ
( 本 月 求 園 動 策 1 呼 し

き̀
斗

∴ ラ け や 園 告 に わ を も 政 た エ の
一

に で に を ト び め

ミ_∴
ン だ か 政 す 介 ち 打 と 府

0

政 三 抗 ｢ つ 抑 メ か る
ー

., ス し で 府 る 入
'

っ に の 策 日 議 早 い 止 ン け
0

' ､

あ の よ し り 必 停 最 決 の す 濁 て せ ト て そ

1ノ
::
-･ ロ イ つ 示 う て イ 要 え 後 定 ノ る ス 同 ん

+ ､

れ

三
.
_

二義毒豪華誓萱蓋蓋墓琶妻妾墓室雲量雲量蓋
'
. .

､

英 同 イ あ 府 露 府 迫･
い

を 印 基 の つ あ 際 義 利
■

■

･二
い

大 同 抗 ル つ
(
に 各 と が て 及 象 本 形 た つ 的 的 筈

峯子■戦. 盟 議 ス たヱ最 園 の 知 の ぼ を 的 式 場 た 歴 に 関
､

∴ 速 . の ヘ ン
○

後 攻 接 ら 情 そ 打 立 を 合
0

力 非 係
ノ 行 情 の の こ 通 府 解 れ 報 う 滑 易 か に 三欠 を 難 を

ん
1‾

の

至

上

要
請
か

ら

日

本

と
の

友

交
関
係
を

緊
密
化

し
､

そ
の

軍
事

的
･

経

済
的
援
助

を

求
む
る

必

要
か

ら
､

ア

メ

リ

カ

政

府
と
は

異

る

立

場
に

立
っ

て

い

た
｡

か

く
し

て
､

ウ

ィ

ル

ス

ン

の

共

同

干
渉

計
童
は

失
敗
に

了
っ

た

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ

で
､

日

本
の

最
後
通

牒
に

つ

い

て

の

情
報
が

北

京
に

停

速
さ

れ

た

と

き
､

中
国
政

府
内

部
の

見
解
は

二

つ

に

分
裂
し
た

｡

軍
部
の

強

硬
分
子

は
､

敢
て

抗
戦
も

辞
せ

ず
と
の

態
度
を

示

す
が

､

し

か

し

大

勢
は

武
力

衝
突
同

避
の

意
見
に

傾
い

た
｡

こ

の

場
合

､

国
際
情
勢
へ

の

分
析
が

そ

の

判
断
に

強
く

作

用

し

た

上

見

ら

れ

る
｡

す
な

わ

ち
､

英
彿
露
各
国
公

使
は

､

武
力
抵
抗
不

可

を

中

国

政

府
に

説
い

て

お

り
､

し

た

が
っ

て

日

本
と

の

武
力
衝

突
に

こ

れ

(

4
)

ら

政

府
の

支

持
を

え

ら
れ

ぬ

こ

と
が

像
測
さ

れ

た
｡

と

く
に

､

イ

ギ

リ

ス

公

使
は

､

日

本
の

最
後
通

牒
か

ら

｢

第
五

項
+

が

削
除
さ

れ

た

こ

と

を

知
る

と
､

中
国
政

府
に

そ

の

受
諾
を

強
く

勧
告
し
て

(

5
)

い

た

の

で

あ

る
｡

■
そ

の

上
､

武
力
闘
争
が

蟄
生

し

た

場
合
の

ア

メ

リ

カ

政

府
の

反

應
に

つ

い

て

も
､

そ

の

好
意
的
態
度
に

つ

い

て

ほ

一

抹
の

疑
惑

も

な
か

っ

た

に

し

ろ
､

援
助

の

範
囲

､

程
度
に

つ

い

て

は

濠
測
が

困
難
で

あ
っ

た
｡

ラ

イ

ン

シ

ュ

公

使
も

､

こ

の

鮎
に

(

6
)

つ

い

て

は

慎
重

な

態
度
を

持
し
て

い

た
｡

∴
五

月

九
日

､

中

国
政

府
は

､

最
後
通
牒
受
諾
を

日

置
公
使
に

通
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ニ
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っ 要 日
､
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月 を 濁 す ノ の を
､

象 本 妥
` ‾∴去.讃

府 る さ 政 保
､

は 政 次
一

と で る l で 日 ア を 的 繚･
∴

壌 ,

一
寸

は 園
-
ら 治 約 そ 今 府 の

‾

り 螢 に ト

雪墓石話芸富
_

､

-
1

三

キ±義
.
､

孟賢遠管玉袈語
古ミ葺巳古文莞 0

府 カ し を か _
ノ
㌔箋

事■

を 策 常 た 樺 中 結 日 な 圃
､

き り 元 そ に 政
､

聞 か ∴‡
て

三男
承 に 門 は 利 園 さ 華 内 務 日 ス

'

来 こ あ 府 日 明 わ ∴･二ご

･亨葵
一撃莞晶彗農芸告露警慧歪言霊妄言夏雷雲琶与

■′
ニい

`■)羞一′毒
′考

iへ

え す 数 的､ 苦 け い 改 も ら 府 ト さ 彿 イ て る 大
､ '

な る 主 保 す る か 府 つ ガ に メ れ 蕗 ル お べ 陸 三 こ

.
∴嶺,

箋-

い も
.
義 全 る ア な 間 た ス ニ ン た 三 ス く き に 月 の , ÷･

三き八一

こ の と を も メ る に
0

リ れ ト 場: 囲 ン こ 態 お
一 際 二二h･三宅

と で し 毀 の り 協 す 1 を と 合 政 は と 度 け 三
､ ■‾′◆､､

ゝ

}′′

を あ て 損 で 力 走 で 大 法 し に 府
､

が に る 日 ア ･
∴ 濁

ご宣誓書雪雲差品 質至高芸三三蛋ご姦ヲぢ†三覇一

カ

政

府
､

舶

l

ト

の

.

の

膨
脹

て
､

誤

で

あ
る

シ

ン

グ

共
同

勒

え

て
､

悪
さ

れ

と

を

決

迭
ら
れ

綜
さ

れ

は

了

解

ま

た

は

た

り
､

も
の

で

れ

る

中

き

は
､

本
政
府転

ノ



( 4 9 ) ｢ ニ ー 條要 求+
､

と ア メ リ カ の 対応

′
､

/

l

～

(

1 2
)

に

通
告

す
る

こ

と

を

光

発
と

す
る

｡

+

こ

れ

は
､

三

月
一

三

日

の

ノ

ー

ト

と
は

､

そ

の

基

本
的
性

格
を

異
に

す
る

も
の

で

あ
っ

た
｡

以

前
の

ノ

ー

ト

が
､

日

本
の

雨
滴
洲

､

東
部
内

蒙
古
に

封
し

て

も
つ

｢

特
殊
権
益
+

の

承
認
を

含
み

､

｢

居

中
調

停
案
+

の

提
示

と

し
て

の

意
義
を

お

び

て

い

た

の

に

封
し

､

(

1 3
)

こ

れ

は
､

権
利
の

留
保
の

通
告

､

あ

る

い

は

｢

抗
議
+

､

｢

警
告
+

と

し
て

の

意

義
を

も
っ

て

い

た
｡

そ

れ

ば

か

り
で

は
■
な

く
､

す
で

に

あ
た

え

た

日

本
の

｢

特
殊
樺
益
+

の

承

認
の

撤
同
を

も

表
明

し

た

も
の

と

解
繹

す
る

こ

と

を

可

能
に

し
て

い

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

し
て

､

ウ

ィ

ル

ス

ン

は
､

ア

メ

リ

カ

の

極
東
政
策
が

宥
和

的
方

針
か

ら

離
脱
し
た

こ

と

を
､

封
外
的
に

表

明

し

た

の

で

あ

る
｡(

1
)

四

月
二

七

日
､

ウ

ィ

ル

ス

ン

か

ら
ブ

ラ

イ
ア

ン

宛
｡

｢

巴

邑
n

粥

勺
P

匂

当
払

､

H
H

､

A

←
¶

-
吉
00

.

(

2
)

五

月
六

日
､

ブ

ラ

イ
ア

ン

餞
､

ぺ

ー

ジ

勺

品
e

)

W
●

H
,

)

駐
英

大

使
宛

､

電
報

｡

一

己
d
.

〉

や

畠
山

.

(

3
)

イ

ギ

リ

ス

政
府

は
､

五

月

七

日
､

｢

英

国

政

府
の

見
る

所
に

よ

れ

ば
､

時

局
は

平

和
に

落
着
の

見

込

が

あ
る

｡

殊
に

英
国
政

府
と

し

て

は
､

閣

議
の

決
定
に

基
い

て
､

同

盟
国
と

し
て

､

既
に

日

本
に

封
し

て

所

見
を

開

陳
し

て

あ

る
｡

礎
.っ

て

英
国

政

府
に

於
て

は
､

此

際

更

に

別
の

手

段
を

と
る

の

必

要
を

認

め

な

い

+

と

封
米
岡

谷
を

し
て

い

る
｡

ロ

シ

ア
､

フ

ラ

ン

ス

政

府

も

同

様
､

ア

メ

リ

カ

の

申

出

を

拒

否

し

た
､

枚
本

忠
雄

､

前

掲

書
､

二

三

四
･

-

二

三

五

頁
｡

ロ

シ

ア

政

府

の

反

封
に

つ

い

て

は
､

n
･ユ
∽

弓
○
-

d
､

O
p
.

〇

芦
〉

や

一

望
一

(

4
)

河
2
-

口

答
F

0

9

0
-

t
.

-

匂

や

一

会
T

-
-

怠
.

(

5
)

五

月
一

〇

目
､

グ

レ

イ

外

相

蜃
､

グ

リ

ー

ン

大

使
宛
電
報

｡

五

月
一

二

日
､

大

便
よ

り

外
務

省
に

手

交

(

外

務
省

記

銘
)

｡

8 7 6

河
e

F
払

O

F
-

0

9

0
-

ア

ワ

ー

皇
T

.

外

務

省

編
､

日

本

外

交

年
表

､

四

〇

四

-
四

一

六

頁
｡

ブ

ラ

イ

ア

ン

は
､

四

月
一

四

日
､

珍

田

大

使
と

合
見

､

兵

器
購

入

間
題
の

解

決
に

つ

い

て

斡
旋

申
入

れ

を

し

て

い

る

こ

と

も
ブ

ラ

イ

ア

ン

の

考
え

方
を

示

し

て

興

味

深
い

(

外

務

省

記

録
｡

伊

藤
正

徳

編
､

加

藤
高

明
､

下
､

昭
･

四
､

一

九

五

頁
)

｡

(

9
)

五

月

六

日
､

ブ

ラ

イ

ア

ン

畿
､

ホ

イ
.ラ
ー

参
事

官

宛
電
報

｡

同

じ

く
､

同
日

､

ブ

ラ

イ

ア

ン

嶺
､

ラ

イ
ン

シ

ュ

宛

電

報
｡

｢
p
n

巴
目
的

勺
P
勺
e

詔
-

H
H

-

畠
N

l
患
い

.

松
本

､

前

掲

書
､

二

三

四

1
二

三

五

頁
｡

(

1 0
)

五

月
八

日
､

珍
田

大

使
と

倉
見
し

た
ブ

ラ

イ
ア

ン

は
､

｢

日

本

国

政

府
ノ

譲
歩

特
二

希
望

僕

項
ノ

撤

同
ハ

自
然
米

国
政

府
ノ

希
望
ヲ

モ

尉
酌
セ

ラ

レ

タ

ル

モ

ノ

ト

思

考
ス

其

段
ハ

自

分
ノ

多
ト

ス

ル

所

ナ

リ
+

と
の

ぺ

て

い

る
｡

五

月

九

日

着
､

珍

田

大

便
蜃

､

加

藤

外

相

宛
､

一

五

二

親
(

外

務

省

記

録
)

｡

ま

た

同

日
､

ウ

ィ

ル

ス

ン

宛
に

ブ

ラ

イ
ア

ン

は
､

｢

高
車

落
着
し

､

ま
っ

た

く

安
堵

し

た
+

旨
､

書
き

送
っ

て

い

る
｡

五

月
八

日
､

ブ

ラ

イ

ア

ン

か

ら

ウ

イ

ル

ス

ン

宛
｡

｢
甲
ロ
･

巴
ロ
g

吋
P
也

ゐ

誌
〉

H

H
-

牟
N

P

(

1 1
)

五

月
七

日
､

ラ

ン

シ

ン

グ

か

ら
ブ

ラ

イ
ア

ン

宛
｡

I

b
-

チ

(

ュ2
)

五

月
一

一

日
､

ブ

ラ

イ

ア

ン

螢
､

ガ

ス

リ

ー

大

使
宛

電

報
｡

与

49

▼
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蔓
｡

軍
∴
㌣

苧
か
一
声
+

∵
J

｡
ン

の
㌣

官
話
-

笥
■
声
巴

告
-

○

早

ヂ

芯
-

.仇
)

←

早

か
.

軒

I
†芸

(

1 3
)

ラ

ン

シ

ン

グ

は
､

こ

の

文

書
の

作

成

に

際
し

て
､

こ

れ

は

日

本

の

最
後
通
牒
に

中

国

政

府
が

屈

服
す

る

の

を

防
ぐ

目

的
に

は

役
立

た

な
い

か

も

知
れ

な
い

が
､

｢

ア

メ

リ

カ

の

利

害
に

か

か

わ

る

権

利
の

留
保
+

と

し

て

役
立

ち
､

や

が

て

将

来
､

事
態
が

改

善
さ

れ

た

暁
､

･
今
日

中

園
に

強

要
さ

れ

た

協
定

が

あ

ら

た

め
て

と

り
上

げ
ら

れ
､

再

審
議
の

封
象
に

な

り

う
る

こ

と

を

示

す

も
の

と

し
て

意

味
が

あ

る
､

と

し
る

し
て

い

る
｡

｢
巴

邑
ゴ

g
〉

勺
P
p
e

記
､

H
H

-

畠
や

四

以

上
に

よ
っ

て
､

ア

メ

リ

カ

の

極
東
政
策
が

､

四

月

中

旬
を

樽

磯
に

､

封
日

宥
和
か

ら

強
硬
へ

と

韓
換
し

､

こ

の

過

程
に

お

い

て

ウ

ィ

ル

ス

ン

が

決
定

的
な

役
割
を

演
じ

た

こ

と
､

ま

た
二

つ

の

封

日

ノ

ー

ト

は
､

そ

れ

ぞ

れ

宥
和
と

強
硬
の

政

策
を

表
現

し
､

基
本

的
性
蒋
を

異
に

す
ヱ

言
の

で

あ

る
㌧

言
に

つ

い

て

分
析
し
た

｡

こ

の

よ

う
に

､

｢

二
一

保
安
求
+

を

妙

ぐ
つ

て
+

ア

メ

リ

カ

の

政

策
は

動
揺
す
る

が
､

こ

の

よ

う

な

振
幅
を

も
っ

た

動
揺
は

､

こ

の

場
合

に

か

ぎ

ら

ず
､

こ

の

囲
の

戦
前
の

封
日

政

策
一

般
に

つ

い

て

見
ら

れ

る

現
象
で

あ

右

と
い

う
こ

と
が
･
で

き
よ

う
｡

と
こ

ろ

で
､

ア

メ

リ

カ

の

行
動
進

路
に

つ

い

て

臭
っ

た

情
報
を

も

た

ら

し

た

二

つ

の

封
日

ノ

ー

ト

は
､

日

本

政

府
を

し
て

判
断
の

混
乱
に

導
く

｡

一

九
一

七

年
､

石
井
(

菊
次

郎
)

特
使
が

ア

メ

リ

カ

に

汲

通
さ

れ

た

背
景
に

は
､

第
一

の

ノ

ー

ト

の

表
示

し
た

ラ

イ

ン

を

公

式
な

も
の

と

し
て

､

ア

メ

リ

カ

政

府
を

し

て

再

確
認
せ

七

め
ん

と

す
る

日

本

政

府
の

悪

因
が

び

そ

ん

で

い

た

と

見
る

こ

と
が

で

き

よ

う
し

､

石
井

･

ラ
ン

シ

ン

グ

協
定
の

成
立

は
､

そ

の

鮎
､

あ

る

程
度
の

成
功
を

お

さ

め

た

と
い

う
こ

と

が

で

き

よ

う
｡

第
一

次
大

戦
の

終
結
と

と

も
に

､

ア

メ

リ

カ

極
東
政

策
の

振
子

は
ふ

た

た

び

張
硬
の

方

向
に

傾
き

､

や

が

て

満
洲

に

お

け
る

日

本
の

帝
国

主

義
的
侵
略
の

開
始
を

見
る

や
､

ス

テ

イ

ム

ス

ン

･

ド

ク

ト
.

リ

ン

の

聾
明

と

な
る

こ

と

は
､

人
の

よ

く

知
る

と
こ

ろ
で

あ

る
｡

ス

テ

イ

ム

ス

ン

･

ド

ク

ト

リ

ン

は
､

い

う
ま
で

も

な

く
､

一

九
一

五

年

の

第
二

の

封
日

ノ

ー

ト

を

原

型

と

し
て

形

成
さ

れ

た

も

の

で

あ

り
､

ウ

ィ

ル

ス

ン

･

ラ

イ

ン

の

螢

展
に

他
な

ら

な
い

｡

(

一

橋
大

畢

助

教

授
)

ハ

U

､

】

う
V

･

J

ノ

.
J

､

蔦
軒

J




